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【電話番号】 011－757－5567（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長　　清水　重厚

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】
 
一般募集 247,000,000円

引受人の買取引受けによる売出し 88,000,000円

オーバーアロットメントによる売出し 52,000,000円

（注）１　募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券

届出書において「発行価額」という。）の総額であ

り、平成26年10月24日（金）現在の証券会員制法人札

幌証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし

て算出した見込額であります。

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて

買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行

価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行

価格の総額は上記の金額とは異なります。

２　売出金額は、売出価額の総額であり、平成26年10月24

日（金）現在の証券会員制法人札幌証券取引所におけ

る当社普通株式の終値を基準として算出した見込額で

あります。

【安定操作に関する事項】 １　今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ

いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取

引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる

場合があります。

２　上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を

開設する金融商品取引所は、証券会員制法人札幌証券取引所

であります。

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所

（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 340,000株

完全議決権株式であり、権利内容に特に限定のない当社における

標準となる株式

単元株式数　100株

（注）１　平成26年10月31日（金）開催の取締役会決議によります。

２　本募集（以下、「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２　売出要項　１　売出株

式（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出し（以下、「引受人の買取引受けによる売出し」と

いう。）に伴い、その需要状況等を勘案し、67,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受け

る当社普通株式の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合がありま

す。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　２　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

３　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております

が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」

をご参照下さい。

４　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２【株式募集の方法及び条件】

　平成26年11月10日（月）から平成26年11月13日（木）までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」とい

う。）に決定される発行価額にて後記「３　株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異

なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集におけ

る発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 － － －

一般募集 340,000株 247,000,000 123,500,000

計（総発行株式） 340,000株 247,000,000 123,500,000

（注）１　全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

２　発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

３　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上

げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を

減じた額とします。

４　発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成26年10月24日（金）現在の証券会員制法人札幌証券取引所に

おける当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（２）【募集の条件】

発行価格（円）
発行価額
（円）

資本組入
額（円）

申込株
数単位

申込期間
申込証拠
金（円）

払込期日

未定

（注）１、２

（発行価格等決定

日の証券会員制法

人札幌証券取引所

における当社普通

株式の終値（当日

に終値のない場合

は、その日に先立

つ直近日の終値）

に0.90～1.00を乗

じた価格（１円未

満端数切捨て）を

仮条件としま

す。）

未定

（注）

１、２

未定

（注）１
100株

自　平成26年11月14日（金）

至　平成26年11月17日（月）

（注）３

１株につ

き発行価

格と同一

の金額

平成26年11月20日（木）

（注）１　日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ

る需要状況等を勘案した上で、平成26年11月10日（月）から平成26年11月13日（木）までの間のいずれかの

日（発行価格等決定日）に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人よ

り１株当たりの新株式払込金として受取る金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、

前記「(1）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「１　新規発行株式」に記載の発行数で除した金

額とします。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以

下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価

額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価

額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出

価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日

付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日ま

での期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.kitanotatsujin.com/info/）（以

下、「新聞等」という。）において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容に

ついて訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、

発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる

場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

２　前記「２　株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価

格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３　申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定で

あります。なお、上記申込期間については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需

要状況等の把握期間は、最長で平成26年11月７日（金）から平成26年11月13日（木）までを予定しておりま

すが、実際の発行価格等の決定期間は、平成26年11月10日（月）から平成26年11月13日（木）までを予定し

ております。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成26年11月10日（月）の場合、申込期間は「自　平成26年11月11日（火）　至　

平成26年11月12日（水）」

②　発行価格等決定日が平成26年11月11日（火）の場合、申込期間は「自　平成26年11月12日（水）　至　

平成26年11月13日（木）」

③　発行価格等決定日が平成26年11月12日（水）の場合、申込期間は「自　平成26年11月13日（木）　至　

平成26年11月14日（金）」

④　発行価格等決定日が平成26年11月13日（木）の場合は上記申込期間のとおり、

となりますのでご注意下さい。

４　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

５　申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。

６　申込証拠金には、利息をつけません。
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７　株式の受渡期日は、平成26年11月21日（金）であります。

株式は受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替えにより行われます。

 

（３）【申込取扱場所】

　後記「３　株式の引受け」欄に記載の引受人及びその委託販売先である金融商品取引業者の本店及び国内各

支店で申込みの取扱いをいたします。

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社北洋銀行　北七条支店 札幌市北区北七条西四丁目５番地１

（注）　上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

 

３【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 340,000株

１．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金とし

て、払込期日に払込取扱場

所へ発行価額と同額を払込

むことといたします。

３．引受手数料は支払われませ

ん。ただし、一般募集にお

ける価額（発行価格）と発

行価額との差額は引受人の

手取金となります。

計 － 340,000株 －

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

247,000,000 7,000,000 240,000,000

（注）１　引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま

た、消費税等は含まれておりません。

２　払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成26年10月24日（金）現在の証券会員制法人札幌証券取引所にお

ける当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額240,000,000円については、全額を平成27年８月末までに当社健康美容商品の販売拡大

を目的とした会員獲得のための広告宣伝費に充当する予定であります。ただし、発行価格等の決定に伴う差引

手取概算額の変動により、差引手取概算額が260,000,000円を超過した場合には、260,000,000円までを平成27

年８月末までに当該広告宣伝費の一部に充当し、残額を平成27年２月末までに長期借入金の返済資金の一部に

充当する予定であります。なお、実際の支出までは当社預金口座にて適切に管理いたします。
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第２【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】

　平成26年11月10日（月）から平成26年11月13日（木）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される

引受価額にて後記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、

当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額

の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とし

ます。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 売出数 売出価額の総額（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

普通株式 113,000株 88,000,000
札幌市中央区

木下　勝寿

（注）１　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、大和証券株式会社がオー

バーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　２　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

２　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております

が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」

をご参照下さい。

３　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４　売出価額の総額は、平成26年10月24日（金）現在の証券会員制法人札幌証券取引所における当社普通株式の

終値を基準として算出した見込額であります。
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２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】

売出価格（円）
引受価額
（円）

申込期間
申込単
位

申込証拠
金（円）

申込受付
場所

引受人の住所及び氏名又
は名称

元引受契
約の内容

未定

（注）１、２

（発行価格等決定日

の証券会員制法人札

幌証券取引所におけ

る当社普通株式の終

値（当日に終値のな

い場合は、その日に

先立つ直近日の終

値）に0.90～1.00を

乗じた価格（１円未

満端数切捨て）を仮

条件とします。）

未定

（注）

１、２

自　平成26年

11月14日（金）

至　平成26年

11月17日（月）

（注）３

100株

１株につ

き売出価

格と同一

の金額

右記金融

商品取引

業者及び

その委託

販売先金

融商品取

引業者の

本店及び

国内各支

店

東京都千代田区丸の内一

丁目９番１号

　大和証券株式会社

（注）４

（注）１　日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ

る需要状況等を勘案した上で、平成26年11月10日（月）から平成26年11月13日（木）までの間のいずれかの

日（発行価格等決定日）に売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より１株当たりの売買代金

として受取る金額）を決定いたします。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）が決定さ

れた場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入

額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバー

アロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）につい

て、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定

に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社

ウェブサイト（［URL］http://www.kitanotatsujin.com/info/）（新聞等）において公表します。発行価格

等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が

交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正され

る事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等によ

る公表は行いません。

２　前記「１　売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価額と

は異なります。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３　申込期間については、前記「第１　募集要項　２　株式募集の方法及び条件　(2）募集の条件」において決

定される申込期間と同一といたします。

４　元引受契約の内容

買取引受けによります。

引受手数料は支払われません。

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。

なお、引受人の手取金は前記「第１　募集要項　３　株式の引受け　引受けの条件」において決定される引

受人の手取金と同一といたします。

金融商品取引業者の引受株式数

金融商品取引業者名 引受株式数

大和証券株式会社 113,000株

５　申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

６　申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当いたします。

７　申込証拠金には、利息をつけません。

８　株式の受渡期日は、平成26年11月21日（金）であります。

株式は受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替えにより行われます。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 売出数 売出価額の総額（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

普通株式 67,000株 52,000,000
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

　大和証券株式会社

（注）１　オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要

状況等を勘案し、67,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しで

あります。上記オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等によ

り減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　２　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及

び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の

総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーア

ロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）につい

て、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定

に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社

ウェブサイト（［URL］http://www.kitanotatsujin.com/info/）（新聞等）において公表します。発行価格

等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が

交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正され

る事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等によ

る公表は行いません。

２　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３　売出価額の総額は、平成26年10月24日（金）現在の証券会員制法人札幌証券取引所における当社普通株式の

終値を基準として算出した見込額であります。

 

４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

売出価格
（円）

申込期間 申込単位
申込証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及
び氏名又は名称

元引受契約の内
容

未定

（注）１

自　平成26年

11月14日（金）

至　平成26年

11月17日（月）

（注）１

100株

１株につき

売出価格と

同一の金額

大和証券株式会社及び

その委託販売先金融商

品取引業者の本店及び

国内各支店

－ －

（注）１　売出価格及び申込期間については、前記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」におい

て決定される売出価格及び申込期間とそれぞれ同一とします。

２　申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

３　申込証拠金には、利息をつけません。

４　株式の受渡期日は、平成26年11月21日（金）であります。

株式は受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替えにより行われます。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１　株式会社東京証券取引所への上場について

　当社普通株式は、本有価証券届出書提出日（平成26年10月31日）現在、証券会員制法人札幌証券取引所に上場され

ておりますが、平成26年11月21日（金）に株式会社東京証券取引所へ上場される予定であります。

 

２　オーバーアロットメントによる売出し等について

　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、67,000株を上限として大和証券

株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメント

による売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、

需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

　オーバーアロットメントによる売出しが行なわれる場合、大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売

出しの売出数を上限として、追加的に当社普通株式を取得する権利（以下、「グリーンシューオプション」とい

う。）を、平成26年11月21日（金）から平成26年12月12日（金）までの間を行使期間として、当社株主より付与され

ます。

　大和証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申

込期間（以下、「申込期間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取

引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。

　また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成26年12月12日（金）までの間（以下、「シンジケート

カバー取引期間」という。（注））、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、証券会員

制法人札幌証券取引所又は株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取

引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当さ

れます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を

全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引

を終了させる場合があります。

　大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の安定操作取引及びシンジ

ケートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、グリーンシューオプションの行

使を行います。

　なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ

る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場

合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。また、証券会員制法人札

幌証券取引所又は株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

（注）　シンジケートカバー取引期間は、

①　発行価格等決定日が平成26年11月10日（月）の場合、「平成26年11月13日（木）から平成26年12月12日

（金）までの間」

②　発行価格等決定日が平成26年11月11日（火）の場合、「平成26年11月14日（金）から平成26年12月12日

（金）までの間」

③　発行価格等決定日が平成26年11月12日（水）の場合、「平成26年11月15日（土）から平成26年12月12日

（金）までの間」

④　発行価格等決定日が平成26年11月13日（木）の場合、「平成26年11月18日（火）から平成26年12月12日

（金）までの間」

となります。

 

３　ロックアップについて

　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、売出人である木下勝寿及び当社株主である木下浩子

は、大和証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの受渡期

日から起算して180日目の日に終了する期間（以下、「ロックアップ期間」という。）について、大和証券株式会社

の事前の書面による同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しく

は受領する権利を表章する証券の売却等（ただし、引受人の買取引受けによる売出し等を除く。）を行わない旨合意

しております。

　また、当社は、大和証券株式会社に対し、ロックアップ期間中について、大和証券株式会社の事前の書面による同

意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章

する証券の発行等（ただし、一般募集、株式分割及びストックオプションの行使による新株式発行等を除く。）を行

わない旨合意しております。

　上記のいずれの場合においても、大和証券株式会社は、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容

を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。

 

EDINET提出書類

株式会社北の達人コーポレーション(E26549)

有価証券届出書（組込方式）

 8/19



第３【第三者割当の場合の特記事項】
　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

・表紙に当社のロゴマーク を記載いたします。

 

・表紙裏に以下の内容を記載いたします。

 

１．募集又は売出しの公表後における空売りについて

(1）金融商品取引法施行令（以下、「金商法施行令」という。）第26条の６の規定により、「有価証券の取引等の

規制に関する内閣府令」（以下、「取引等規制府令」という。）第15条の５に定める期間（有価証券の募集又は

売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したこと

による当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間（※１））において、当該有価証券

と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７項に規定する私設取引システムに

おける空売り（※２）又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応

じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ（※３）の決済を行うことはできません。

(2）金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り（※２）に係る有価証券の借入れ（※３）

の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得

させることができません。

※１　取引等規制府令第15条の５に定める期間は、平成26年11月１日（土）から、発行価格及び売出価格を決

定したことによる有価証券届出書の訂正届出書が平成26年11月10日（月）から平成26年11月13日（木）

までの間のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。

※２　取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。

・先物取引

・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。）、投資法人債券等の

空売り

・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り

※３　取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け）を含

みます。

 

２．今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同

じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、

資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オー

バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以

下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価

格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当

社ウェブサイト（［URL］http://www.kitanotatsujin.com/info/）（以下、「新聞等」という。）において公表し

ます。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正

事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正さ

れる事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公

表は行いません。
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・第一部　証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。

 

［株価情報等］

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

　平成24年５月29日から平成26年10月24日までの証券会員制法人札幌証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥ

Ｒ及び株式売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。

　なお、当社株式は、平成24年５月29日をもって証券会員制法人札幌証券取引所に上場いたしましたので、それ以前

の株価、ＰＥＲ及び株式売買高について該当事項はありません。

（注）１　当社は、平成25年２月９日付で普通株式１株につき４株の株式分割を、平成26年１月３日付で普通株式１株

につき２株の株式分割を行っております。株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移（週単位）について、下記

（注）２乃至４記載のとおり、当該株式分割を考慮したものとしております。

２　・株価グラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しています。なお、

平成25年２月９日付株式分割の権利落ち前は当該株価を８で除した数値を、以降平成26年１月３日付株式

分割の権利落ち前は当該株価を２で除した数値をそれぞれ使用しております。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しています。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しています。

３　ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。

ＰＥＲ（倍）＝
週末の終値

１株当たり当期純利益

・週末の終値については、平成25年２月９日付株式分割の権利落ち前は当該終値を８で除した数値を、以降

平成26年１月３日付株式分割の権利落ち前は当該終値を２で除した数値をそれぞれ使用しております。

・１株当たり当期純利益については、以下の数値をそれぞれ使用しております。

平成24年５月29日から平成25年２月28日については、平成24年２月期有価証券報告書の平成24年２月期の

財務諸表の１株当たり当期純利益を８で除した数値を使用。

平成25年３月１日から平成26年２月28日については、平成25年２月期有価証券報告書の平成25年２月期の

財務諸表の１株当たり当期純利益を２で除した数値を使用。

平成26年３月１日から平成26年10月24日については、平成26年２月期有価証券報告書の平成26年２月期の

財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。
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４　株式売買高については、平成25年２月９日付株式分割の権利落ち前は当該株式売買高に８を乗じた数値を、

以降平成26年１月３日付株式分割の権利落ち前は当該株式売買高に２を乗じた数値をそれぞれ使用しており

ます。

 

２【大量保有報告書等の提出状況】

　平成26年５月１日から平成26年10月24日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出はありませ

ん。
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第二部【公開買付けに関する情報】
　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】

１　臨時報告書の提出

　当社は、後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第13期）の提出日（平成26年５月30日）以後、本有

価証券届出書提出日（平成26年10月31日）までの間において、以下の臨時報告書を北海道財務局長に平成26年５月30

日に提出しております。

　その内容は以下のとおりとなっております。

 

１　提出理由

　平成26年５月29日開催の当社第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第

24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提

出するものであります。

 

２　報告内容

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成26年５月29日

 

(2）当該決議事項の内容

議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金８円50銭

 

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

議案 42,064 14 0 （注） 可決（95.37％）

（注）　出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の数を

合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう

ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

 

２　資本金の増減

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第13期）「第一部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　

株式等の状況」に記載された資本金については、本有価証券届出書提出日（平成26年10月31日）までの間において次

のとおり増加しております。

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成26年６月１日～

平成26年８月31日

（注）

28,000 5,177,600 966 77,041 966 57,041

（注）　新株予約権の行使による増加であります。
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３　事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第13期）及び四半期報告書（第14期第２四半期）（以下、

「有価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、

本有価証券届出書提出日（平成26年10月31日）までの間において変更及び追加すべき事項が生じております。以下の

内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、変更及び追加箇所については＿＿＿罫で示してお

ります。

　なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は以下「事業等のリスク」

に記載した事項を除き本有価証券届出書提出日（平成26年10月31日）現在においてもその判断に変更はなく、また新

たに記載する将来に関する事項もありません。

 

［事業等のリスク］

　当社の事業展開その他に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。また、投資家の投資判断

上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しておりま

す。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方

針ですが、本株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本事項を慎重に検討したうえで行われる必要があると考

えます。また、記載事項は、本有価証券届出書提出日（平成26年10月31日）現在において判断したものであり、事業

等のリスクはこれらに限られるものではありません。

 

(1）Ｅコマース事業に関するリスク

①　Ｅコマースの普及拡大並びに法的規制の可能性について

　スマートフォンやタブレット端末の急速な普及拡大に伴い、インターネットの利用が一層拡大し、国内におけ

るＥコマースも引き続き成長しております。平成24年の消費者向け国内Ｅコマース市場は９兆５千億円（前年比

12.5％増）（経済産業省「平成24年度我が国情報経済社会における基盤整備（電子商取引に関する市場調査）の

結果公表について」）と報告されておりますが、当社の事業もＥコマースの普及拡大とともに成長してまいりま

した。

　今後、インターネット等の利用者及び関連業者を対象とした法的規制が新たに制定され、これにより当社の業

務の一部が制約を受けるような場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

②　システムリスクについて

　当社の事業はコンピュータシステム及びインターネットを活用しており、何らかの原因による当社サーバ等へ

の一時的な過負荷や外部からの不正な手段によるサーバへの侵入、役職員の過誤によるシステム障害が発生する

可能性があります。これらの障害が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

③　個人情報管理について

　当社は、個人情報の保護に関する法律等の関連諸法令を遵守し、プライバシーマークを取得しております。ま

た、個人情報保護規程等を整備し、個人情報管理に関するシステムのセキュリティ対策を講ずるとともに、全役

職員を対象とした教育研修を実施して個人情報の適正管理に努めております。

　しかしながら、何らかの原因により個人情報が外部に漏洩するような事態が発生した場合には、当社に対する

信用力の低下に直結し、既存顧客の解約や新規顧客獲得の低下に繋がる可能性があります。また、個人情報の漏

洩による損害に対する賠償を請求されることも考えられ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2）事業運営について

①　競合の激化による業績変動のリスク

　Ｅコマース事業は、少ない投資で誰もが簡単にホームページを開設することで起業が可能であり、参入障壁が

低いために競合はますます激しくなるビジネスモデルであると認識しております。当社の場合、他社との競合を

避けるため主に健康美容商品「カイテキオリゴ」、「みんなの肌潤糖」、「紅珠漢」等、自社ブランド商品を販

売してまいりました。

　しかしながら、類似した商材を扱う同業他社が当社のビジネスモデル及び商品・販売戦略に追随した場合に

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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②　食品及び美容商品の安全性について

　当社は食及び美容に携わる企業として、食品及び美容商品の衛生管理、品質管理には、十分な注意を払ってお

りますが、万一食品及び美容商品の安全性等でトラブルが発生した場合、また、その対応に不備があった場合に

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。更に、当社の衛生管理・品質管理の諸施策の実施にもかかわ

らず、他業者の不手際による連鎖的風評被害、原材料の品質や安全性に対する消費者の不信、また社会全般的な

各種衛生・品質上の問題が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

③　法的規制について

　当社は、事業の遂行にあたって、特定商取引に関する法律（特定商取引法）、特定電子メールの送信の適正化

等に関する法律（特定電子メール法）、食品安全基本法、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律（ＪＡＳ法）、不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）、製造物責任法（ＰＬ法）、健康増

進法、薬事法、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）等の法的規制の適用を受けております。

　当社は、経営会議においてコンプライアンス及びリスク管理について統制・把握し、役職員に対するコンプラ

イアンスの周知徹底や教育の実施等、これらの法令の遵守に努めておりますが、将来的に当社が規制を受けてい

る法令の変更や新たな法令の施行等があった場合は、当社の事業活動が制限される可能性があります。

 

④　健康食品について

　当社は、健康食品を取り扱っております。健康食品においては、当該製品本体への表示や広告の表現に疾病ま

たは身体機能に対する効果を標榜した場合には、薬事法における無許可無認可医薬品の販売と見做され、処罰の

対象となります。当社では、関係機関に自主的に働きかけ、関連法令等の遵守についての指導を受けることや、

薬事法対策の専門会社からの助言を受けることによって、社内における管理体制を構築しております。しかしな

がら、健康食品の記事・広告について適正性に疑義が生じるような事態が発生した場合や、そのような報道がな

された場合には、当社に対する信用力が低下し、当社の事業展開及び業績に影響を与える可能性があります。

 

⑤　知的財産権に関するリスク

　現時点において当社は、第三者の知的財産権の侵害は存在していないと認識しておりますが、今後も知的財産

権の侵害を理由とする訴訟やクレームが提起されないという保証はなく、そのような事態が発生した場合には、

当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

⑥　売上高における特定製品への依存度が高いことについて

　当社の主力製品である「カイテキオリゴ」の売上高は平成26年２月期の当社売上高のうち54.7％を占めており

ます。今後何らかの理由により「カイテキオリゴ」の仕入及び販売に関して不測の事態が生じた場合には、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 平成22年２月 平成23年２月 平成24年２月 平成25年２月 平成26年２月

売上高に占める特定製品への依存度

（％）
70.4 79.5 85.2 65.8 54.7

　また、当社の主要な事業活動の前提となる「カイテキオリゴ」に関する協和薬品株式会社との製造委託契約は

１年毎に自動更新されますが、契約上は同社及び当社の双方とも３ヶ月前の事前告知の上解除することが可能と

なっているほか、「強制執行、滞納処分を受けたとき」、「会社更生、破産、民事再生、特別清算等の申立を受

け、または、自ら申し立てたとき」、「合併によらず解散したとき、又は主要な事業を譲渡したとき」又は「支

払い停止又は手形交換所の不渡り処分を受けたとき」等を即時解除事由として定めております。

　なお、当社は協和薬品株式会社と良好な関係を維持しており、本有価証券届出書提出日（平成26年10月31日）

現在において解除事由等は生じておりませんが、上記契約が解除・解約等により終了した場合や、当該契約の内

容が大幅に変更された場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑦　自然災害によるリスク

　当社は、北海道札幌市に本社を設置しており、当社の主力製品である「カイテキオリゴ」の製造加工について

は北海道外の外注先に委託しております。そのため、これらの地域で大規模な自然災害等が発生した場合には、

製造加工が困難となるなど、予期せぬ費用の発生や製品供給が遅延又は停止する可能性が考えられ、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。
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⑧　特定の経営者への依存によるリスク

　当社の代表取締役社長である木下勝寿は当社の経営方針及び事業戦略を決定するとともに、ビジネスモデルの

構築から事業化に至るまで極めて重要な役割を果たしております。そのため、今後も当社の業務全般において木

下勝寿の経営手腕に依存する部分が大きいと考えられます。したがって、何らかの理由により木下勝寿がその職

を離れた場合には、当社の事業展開に影響を与える可能性があります。

 

第四部【組込情報】
　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
（第13期）

自　平成25年３月１日

至　平成26年２月28日

平成26年５月30日

北海道財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第14期第２四半期）

自　平成26年６月１日

至　平成26年８月31日

平成26年10月15日

北海道財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して

提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライ

ン）Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

平成26年５月29日

株式会社北の達人コーポレーション

取締役会　御中

 

 清明監査法人  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 島貫　幸治　　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中村　貴之　　印

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社北の達人コーポレーションの平成25年３月１日から平成26年２月28日までの第13期事業年度の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記

及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

北の達人コーポレーションの平成26年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社北の達人コーポレー

ションの平成26年２月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、株式会社北の達人コーポレーションが平成26年２月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に

準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年10月15日

株式会社北の達人コーポレーション

取締役会　御中

 

清明監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 島貫　幸治　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 北倉　隆一　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社北の達

人コーポレーションの平成26年３月１日から平成27年２月28日までの第14期事業年度の第２四半期会計期間（平成26年６

月１日から平成26年８月31日まで）及び第２四半期累計期間（平成26年３月１日から平成26年８月31日まで）に係る四半

期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社北の達人コーポレーションの平成26年８月31日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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